
持続化給付⾦
令和2年度予備費予算額 9,150億円（１次補正:2兆3,176億円 ２次補正:1兆9,400億円）

事業の内容 事業イメージ

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

中⼩企業庁 総務課
03-3501-8433 

事業⽬的・概要
新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴うインバウンドの急減や

⾃粛等の影響などにより、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事
業者、フリーランスを含む個⼈事業者、その他各種法⼈等の
業況に⼤きな影響が出ています。
このため、感染症拡⼤により、特に⼤きな影響を受けている事

業者に対して、事業の継続を⽀え再起の糧となる、事業全般
に広く使える給付⾦を⽀給します。

成果⽬標
新型コロナウイルス感染症の拡⼤による影響が⼤きい者の事

業の継続を⽬指します。

国 中⼩事業者等⺠間団体等
委託等 給付

(上限100万円
／200万円)

売上が⼤きく減少した事業者に対し、法⼈200万円、個⼈事業
者100万円を上限に、現⾦を給付いたします。

給付対象者︓
中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個⼈事

業者、その他各種法⼈等で、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り売上が前年同⽉⽐で50％以上減少している者

給付額︓
法⼈は２００万円、個⼈事業者は１００万円
※ただし、昨年１年間の売上からの減少分を上限とします。

■売上減少分の計算⽅法
前年の総売上(事業収⼊)

̶ (前年同⽉⽐▲50％⽉の売上×12ヶ⽉)


